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令和7年2月4日

令和6年度（第78期）司法修習生採用選考申込者各位

司法研修所事務局長

令和6年度(第78期）司法修習生の修習開始等について

（事務連絡）

あなたは、令和7年3月19日付けで最高裁判所から司法修習生を命ぜられ

ると、少なくとも1年間、司法研修所長の統轄の下に、司法研修所及び配属庁

会（配属される裁判所、検察庁及び弁護士会をいう｡）において修習することに

なります。

修習開始に当たりお知らせする事項は下記のとおりですので、留意してくだ

さい。

記

1 修習日程

別紙1 「第78期修習日程」のとおりであり、修習区分ごとの日程等の詳

細は、次のとおりである。

（1）導入修習

導入修習は、令和7年3月19日 （水）から同年4月10日 （木）まで

の間、司法研修所において行う。導入修習のカリキュラムの順序は、実務

修習地に応じて分けられる班(A班、 B班）によって異なる。詳細は、別

紙2 「第78期導入修習日程予定表」のとおりである。

なお、A班の司法修習生は、東京、立川、横浜、 さいたま、千葉、大阪、

京都、神戸、奈良、大津及び和歌山を実務修習地とする者であり、 B班の

司法修習生は、それ以外の地を実務修習地とする者である。
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(2)分野別実務修習

分野別実務修習は､令和7年4月14日（月）から同年11月18日（火）

までの間、配属庁会で行う。

司法修習生は、配属庁会において複数の班に分かれて修習する。詳細は、

別紙3 「令和6年度（第78期）司法修習における実務修習順序について」

のとおりである。

なお、分野別実務修習開始の集合日時・場所等は別紙4のとおりである

ので、注意する。

（3）集合修習及び選択型実務修習

分野別実務修習終了後、司法研修所における集合修習と配属庁会におけ

る選択型実務修習を行う。

集合修習及び選択型実務修習の修習順序は、上記のA班、 B班によって

異なる（別紙1参照） 。

2導入修習に関する害意事項

(1)初日の集合日時、場所、カリキュラム日程

令和7年3月19日 （水）は、カリキュラム開始前に開始式（司法研修

所長挨拶等）を行う。登庁時刻は、午前9時である。集合日時等について

の詳細は、後日ウェブ会議用アプリケーション「MicrosoftTeamS｣ (以下

「チームズ」 という。 ）の■■■■■■■チームの■■■■■

■■チャネルにおいて周知する。

開始式終了後のカリキュラム日程は、別紙2のとおりである。

（2） 初日に持参するもの

ア筆記用具

イ六法

ウ司法修習ハンドブック （別途送付）

エ当日のカリキュラム使用教材等（後日チームズにおいて周知する。 ）
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オ (4)イの資料を持ち帰るためのかばん等

(3) 2日目以降のカリキュラム日程

別紙2のとおりであり、登庁時刻は午前9時4．0分である （即日起案実

施日及び自由研究日を除く。 ） 。

導入修習における即日起案については、 自宅等において、■■■■■■

■■■■■■■■■■私物パソコン等を利用して起案する形式で行う。起案

の具体的な実施方法については､後日ﾁｰﾑズの■■■■■■
チームの■■■■■■■■チャネルにおいて周知する。

性） 修習中に使用する教材及び資料等の送付について

ア導入修習開始までに送付（2月20日 （木）頃を予定)する教材がある

ので必ず受領して確認すること。

イ導入修習初日（3月19日（水））に、導入修習で使用する資料等(A

4サイズ、厚さ6センチ程度）を配布する。

※必ず自宅等に持ち帰り、不足がないか確認すること。

※資料を持ち帰るためのかばん等を用意すること。

(5) 通所について

公共交通機関を利用して通所する者は、時間に余裕をもって登庁する。

特に、和光市駅前から運行されている路線バスは混雑や遅れが予想される

ので、注意する（詳細は別途チームズで周知する。 ） 。

(6) 入寮について

入寮を許可された司法修習生は、 3月18日 （火）正午から午後5時ま

でに入寮手続を行う （詳細は別途通知する。 ） 。

(7) 食堂の利用について

食堂は、図書館棟2階にあり、営業日は3月19日 （水）から4月10

日 （木）の平日の昼食及び夕食のみ利用できる（ただし、金曜日の夕食を

除く。 ） 。
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営業時間は、次のとおりである。

(8)書店の営業時間等について

図書館棟1階に書店がある。営業日は月曜日から金曜日まで（祝日を除

く。 ）で、営業時間は午前8時30分から午後6時30分までである。

なお、一部書籍には割引がある。

(9) 学位記授与式出席に伴う導入修習の欠席について

導入修習が行われる日に開催される法科大学院の学位記授与式に司法修

習生が出席することを希望する場合、学位記授与式に出席するために必要

な時間については、欠席の申請をした上で欠席することができる。申請方

法は別途周知する。

なお、欠席が承認されるのは半日又は一日単位であり、司法修習生の居

住地や学位記授与式が開催される場所、時間、移動手段等を考慮して、学

位記授与式の出席のために必要な限度で欠席を承認するので、司法修習生

によって欠席が承認される時間が異なることがある。

3兼職及び兼業の禁止等

司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他

の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができな

い（司法修習生に関する規則2条） 。この場合のほか、司法研修所長の許可

を受けなければ、学業その他の業務に就くことができない（ 「司法修習生の

規律等について」第7の2） 。 したがって、現に在職し又は在学している者

や業務に従事する者は、 3月18日 （火）までに所要の手続をとる。

なお、司法修習生の兼業については、当職事務連絡「司法修習生の兼業（答

案添削等のアルバイト）について」も参照すること。同事務連絡記載の対象

一

昼食 午前11時30分から午後1時まで

※ただし､終了時間は修習日程により延長される。

夕食 午後5時30分から午後7時まで
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業務については大量の申出が予想され、許可の判断には相当の時間を要する

ため、導入修習中に兼業を行う予定の者は、 2月28日 （金）までに申請す

ること。

司法修習生として許可なく兼職又は兼業を行った場合には、非違行為とし

て処分を受けることとなるので、注意する。

4修習関連の情報のセキュリティ対策

司法修習中に取り扱う修習関連の情報の管理にはくれぐれも細心の注意を

払い、司法研修所及び配属庁会における情報セキュリティ対策についての定

めを厳守すること。

なお、第78期司法修習中における修習関連の情報の取扱いに関しては、

令和7年1月16日付け司法研修所長通知「司法修習において司法修習生が

取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策について」が定められており、

1月21日（火）に司法修習生採用選考用連絡窓口よりメールで送信した「司

法修習生が取り扱う修習関連の情報のセキュリティ対策に関する通知等」に

掲載されているので、内容をよく理解しておくこと。

5実務修習中の住居

実務修習中の住居につき、司法研修所や配属庁会ではあっせん等を行わな

いので、あらかじめ各自で確保する。

なお、今後も司法修習生に対する資料等の配布を郵送等で行うことがある

ため、修習開始前に転居する場合には、速やかに「司法修習生採用選考申込

者変更情報入力フォーム」 （｢司法修習生採用選考申込者情報入力フォーム入

力要領」別紙1の3参照）から転居日、転居先住所及び教材送付先を届け出

る（実務修習開始後に転居する場合は、修習中の配属庁会を通じて司法研修

所に提出すること。） とともに、必ず郵便局に転居届を提出し、郵便物等の受

領に支障のないように注意されたい。

6 その他留意事項
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′上記1(1)記載のとおり、修習の日程は令和7年3月19日（水）から開始

となり、同日から司法修習生としての身分を有することになるが、それまで

の間も自覚を持った行動を心掛けること （司法修習生としての規律等は、別P

送する司法修習ハンドブックを参照する｡)。

I
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(別紙1）

第78期修習日程

※なお、A班の選択型実務修習及びB班の集合惟習のカリキュラム終了後、 5科目の筆配考拭が行われる予定である，

修習区分

, A題

修習期間 移動日

B班

修習期間 移動日

導入修習 霊■III:}
開始日

終了日

実日数

7.4. 11(&>~

7.4. 13(日)※3日

開始日

終了日

実日数

. 11(金)～

. 13(日）※3日

分
野
別
実
務
修
習

第1クール

第2クール

第3クール

第4クール

開始日

終了日

英日数

開始日
伊 寺

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実同数

7.4. 14(月）

7.6.8（日）

37

１

の

Ｉ

◆

ｌ

7.6.9(月）

7.7.30(水）

37

7.7.31(木）

7.9.24(水）

37

7.9.25(木）

7.11.18(火) 1
一一一 一

37

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

開始日

終了日

実日数

7.4.14(月）

7.6.8(日）

37

7.6.9(月）

7.7.30(水）

37

7.7.31(木）

7.9.24(水）

37

7.9.25(木）

7. 11. 18(火）

37

’

選
択
型
実
務
修
習
及
び
集
合
修
習

集合修習
開始日

終了日

実日数

711.21(金）

8.1.9(金）

30
｡

選択型修習
開始日

終了日

実日数

自由研究日

8. 1, 13(火）

8.2.26(木）

31

8.2.27(金）

7. 11. 19(水)～
7. 11.20(木)※2日

8．1． 10("~
8.1, 12(月)※3日

逓択型修習
開始日

終了日

実日数

ーq

7. 11. 19(水）

8.1.9(金）

32

8. 1. 10(士>～
8. 1. 13(火)※4日

集合修習
開始日

終了日
－－＝ ｡ －

実日数

自由研究日

8.1.‘14（水）
●

8.2.26（木）
●

30 1

8.2.27(金）
■

’



【樋密性2】第78期導入修習日程予定表
(別紙2）

月／日 曜 A避 B班

3月19日
A班昼食会

①
水 開始式

1眼目(18o分）

事鰯遍絡(10:ZO～10935）
･民事箆一審手鰹要観(漢値)(民重･民弁〕
(10235～11:30，12:30～14号2o）

Z眼日【16s万1

(14:35～17:20）

民弁問題研究1(事案分析）
開始式

1眼目(125分）
事務連絡(10;20～108鋪）
･刑堕寵璽《事飼混題解鋭等）
(10:35～185鋤．12:30～1＆25）

Z幽日【110分》

(13:40～15:30）

検察導入講義

3眼目（110分）

(15845～17:35）

刑弁演習1(起訴前弁護）

3月2,日 木 春分の日

3月21日
日唖昼食会

①
金

1限目(125分）
事務連絡〔9:50～10:05）
･刑裁麟襲(事前課題解鋭等）
(10:05～11:55）

2限固く110分）

〔12:55～14:45）

検察導入讃義

3眼目〈110分〕

<15:00～16:50）

刑弁演習1(起訴前弁謹）

1眼目(180分〉
事務連絡(ggSO－10:OS）

･民事第一審手綬要脱〔粛載)(民戴･民弁）
(10:05～11:55，12:55－13:50）

Z隠日（165分）

〔14:05～16:so）

民弁問題研究1(事案分析）

3月24日

A斑昼食会
②
月

1限目(85分）
(9:50～11：15）

民事総合1
(民裁･民弁）

2眼目(85分）

〔11330～12:10.13:10～13:55）

刑事問題研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

自由研究

1眼目〔85分）
(9:50～11：15） ．

刑事問屈研究(勾留）
(刑裁･検察･刑弁）

易四目〔B5分）

(11:30～1垂10．13:10～13愚5】

民事総合1
(民裁･民弁）

自由研究

3月25日 火

1眼目（180分）

(9:50～12:50〉

民裁即日起案

2限目(180分）

(14:O0～17:0O)

刑裁即日起案

1限目(180分）
(9:50～12:50〕

民裁即日起案

2限目(180分）
(14:00～17:00)

刑裁即日起案

3月26日 水

1眼目〈180分〕
(9『50～12:50）

刑弁即日起案

基醒巳1JごU万ノ

(14:00～17:00）

検察即日起案

1限目〔180分）
(9250～12:50）
刑弁即日起案

2隈日（180分）

(14:00～1フ;CO）

検察即日起案

3月27日 木

1醒日tUUU万ノ

(9:50～12250）

民弁問題研究2(即日起案）
自由研究

1眼目（180分）

(9850～12:50）

民弁問題研究2(即日起案）
自由研究

3月28日

B班昼食会
②
金

(9:50～11:50，12:s0～16:50)

捜査演習
(検察）

1眼目（220分）

(9:50～11:50，12:50～14:30)

民事総合2．3
(民叡･民弁）

2限目(120分）

(14:50～16:50)

民弁演習(和解条項）

3月31日 月

1限目(220分）

(9:50～11:50，12:50～14:30)
民事総合2．3
(民裁･民弁）

2厘目(120分）

(14:50～16:50)

民弁演習(和解条項）

(9:50～12:20，13:20～16:50)

捜査演習
(検察）

4月1日 火

1限目（170分）

(9:50～11:50，12:50～13:40)

民弁講義1(立脛活動）

2眼目（170分〕

(14:0O～16:50)

民弁議稜2(民事保全･民事執行）

(9:50～12:20，13:20～16:50)

刑裁即日起案解鋭

4月2日 水
(9:50～11:50，12:50～16:50)

昆塾即日起案鯉説十民恵事実蕊定の手法と留意点

(9:50～12:20，13:20～16:50)

刑弁演習2<即日起案解脱･否麗事件）

4月3日 木

1鰹日《17｡万〕

(9850～11:50，12:50～13:40）

民事事実盟定の手法と留意点
(民籔）

2限目(170分）
(14:00～16:50)

民弁問題研究3(鱗評）

(9250～12:20，13:20～16350)

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
(刑裁･検察･刑弁）

4月4日 金
(9:50～12:20，13:20～16:50)

刑弁演習2(即日起案解脱･否麗事件〉

1隈日（170分J

(9:50～11:50，12:50～13:40)

民弁講義1(方競落動）

2眼目（170分）

(14:0O～16:50)

民弁講義2<民事保全･民事執行）

4月7日 月
(9950～12320，13:20～16:50)

刑裁即日起案解説

(9:50～11:50，12:50～16:50)

民裁即日起案解説十民事事実鯉定の手法と留意点

4月8日 火

(9:50～12:20，13:20～16:50)
◆

刑事共通演習基礎(公判前整理手続）
(刑裁･検察･刑弁）

1限日《17⑧分》

(9:50～11きS0，12:so～13:40）

民事事実潔定の手法と留念点
(民裁）

2限目(170分）
(14:0O～16:50)

民弁問題研究3(讃胖）

4月9日 水

1眼目(5o分）
<9:50～10;40）

民率事冥囲定の手控卜密竃占
〔民璽）

2m目(110分》

(10:5｡～12:00,13心O～13840）
叙判修官に向けて

(良種･預怠）

3蝦目《170万】

(14:00～16:50）

検察即日起案講評十検察実務修習の留意点

1眼目（170分）

(9:50～11:40，12:40～13:40）

検察即日起案調評十検察実務修習の留意点

2限目(50分》
(14:00～14:50）

民事事実睦定の手法と唾童貞
(民彼）

3眼目(170分）
(15:00～16;50）
餓判修苦に向けて
(民戯･刑載）

4月10日 木

1限目(140分）

(9:50～12:10)

民弁溝栽3<弁腰士倫理･職責等）

2慰目（140分）

(13:10～15930）

刑弁演習3(量刑事件）

3隈目(70分）

(15:50～1780○

事務局長購話

1慰目《140分）

(g:50～12910〕

刑弁演習3(量刑事件）

2眼目(70分）

(13:1｡～14;2⑪

事務局長議鱈

3眼目(140分）
(14:40～17:OO)

民弁講穀3(弁腫士倫理･聡責等）



【機密性2】

(別紙3）

6年度（第78期）司法修習における実務修習順序について令和

修習地 班別

修習期間及び順序

R7．4．14

I

R7.6.8

R7.6.9

イ

R7．7．30

R7．7．31

1

R7．9．24

R7．9．25

I

R7． 11． 18

家裁修習期間

東京

1班

2班

3班

4班

(故）民事部

検察庁

(鐘）刑亨部

弁嬢士会

弁謹上会

(裁）民事部

検察庁

(紋）刑本部

(叙）刑事部

弁畿土会

(裁）民東部

検察庁

検繋庁

(哉）刑事部

弁護士会

(故）民事部

裁判実務修習中に行う．

立川

1班

2班

、 3班

4班

(戯）民事部

検繋庁

(裁）刑事部

弁護士会

弁壌士会

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事部

(級）刑東部

弁醗士会

(叙）民事部

検索庁

検索庁

(裁〉刑事部

弁獲士会

(観）民事部

裁判実務修習中に行う。

横浜

1斑

2斑

3斑

4斑

(穀）民事部

検察庁

(故）刑事部

弁膜士会

検察庁

(裁）刑事部

弁襲士会

(裁）民事部

(鞭）刑事部

弁唾士会

(叙）民事部

検網庁

弁磯士会

(裁）民事節

検察庁

(紋）刑事部

裁判実務修習中に行う。

さいたま

1斑

2班

3班

4斑

弁雄士会

(戯）刑事部

検察庁

(裁）民亭部

(裁）民事部

検察庁

(雄）刑事部

弁護上会

検索庁

(鮫）腿事部

弁語士会

(戟）刑事部

(故）刑事部

弁鰻士会

(戴〉民事部

検醗庁

刑事餓判実務修習中に行う。

千葉

1班

2斑

1

3班

4班

(戦）民事部

検察庁

(裁）刑事部

弁膜士会

検察庁

(猿〉民事部

弁獲士会

(裁）刑事部

<戟）刑事部

弁護上会

(救）民事部

検察庁

弁隠士会

(数）刑事部

検察庁

<裁）民事部

刑事裁判実務修習中に行う。

水 戸

1班

2班

3班

4斑

(蚊）民事部

<銭）刑事部

検察庁

弁鰻士会

(裁）民事部

(銭）府事部

検察庁

(級〕刑事郎

(紙）民事部

(蛾）刑事部

(裁）民事部

弁襲士会

1HI; R7.9.25～R7. 10.2(XR7.9.29を除く。 ）

2".; R7.6.2～R7.6.6

3班： R7,9. 17～R7．9．24

4班: R7.6.9～R7.6. 16 (XR7.6. 11を除く。 ）

宇都宮

1班

2斑

3斑

4班

、 検繋庁

弁餓士会

(鮫）民事部

(裁）刑撫部

(教）民事部

<裁）刑事部

弁讃士会

検察庁

弁鰹士会

検察Ii､

(鮫）刑事部

(職）腿事碗

(故）刑事部

(裁）民事部．

検察庁

弁鴫士会

刑事裁判実獅修習中に行う．

前橋

1班

2斑

3班

4班

(叙）民事部

(紋）刑事部．

弁鰻士会

検県庁

(故）民事部

(蚊）刑事部

(故）刑事部

(散）民車部

検磯庁

弁強士会

(故）刑事部

(故）民事部

1斑： R7.9. 17～R7．9．24

2H: R7.6.2～R7.6.6

3班： K7.11. 12～R7. 11.18

4斑： R7.7.24～R7．7．30

静岡

1班

2班

3班

4斑

(戯）民事部

検察庁

． （裁）刑事部

弁隈士会

検県庁

(裁）民事部

弁護士会

(我）刑事部

(裁）刑事部

弁譲士会

(級）民亨郁

検察庁

弁鯛士会

(銀〉刑事部

検察庁

(鋲）民事部

栽判実務修習中に行う。

甲府

』班

2垂

3斑

4班

(裁）刑事部

横察序

弁壌士会

(鮫）民事部

検察庁

(教）刑事部

(蚊）民事部

弁張･怡会

栽判実務修習巾に行う。



【機密性2】

修習地 班別

修習期間及び順序

R7．4．14

I

R7.6.8

R7.6.9

I

R7．7，30

R7．7．31

1

R7．9．24

R7．9．25

I

R7． 11．18

家裁修習期間

長野

l班

2班

3班

4班

(狼）民事部

(戦）刑事部

検察庁

弁雄士会

(裁）民事部

(裁）刑事部

検廉庁

(教〉刑車部

(裁）民事郁

(故）刑事部

(我〉民事部

弁護士会．

裁判実務修習中に行う．

新潟

1班

2班

3垂

4班

(裁）民事部

(銭）刑事部

検察庁

弁膜士会

検察庁

〃 弁鍾介令

(綾）民事部

(裁）刑事部

弁膜士会

検鰯庁

(教）刑事部

(裁）民事部

(裁）刑事部

(鮫）民事部

弁膜士会

検察庁

刑事裁判実務修習中に5日間行う

大阪

1班

2班

3班

4班

弁礁士会

(裁）刑事部

検察庁

(裁）民事部

(鉄）民事部

弁硬士会

〔戴）刑奉部

検索庁

●

検黙庁

(鮫）民亭部

弁睡上会

(救）刑事部

(鎖）刑事部

検察庁

(賎）民事部

弁護十会

裁判実務修習中に行う。

京都

1班

2班

3班

4班

弁護士会

(鮫）刑事部

(戯）民事部

検嶺庁

(教）澗事部

弁護士会

検察庁

(戯）民事部

検察庁

(教）民事部

(故〉刑事部

弁謹士会

(救）民事部

検察庁

弁穫土会

(故）刑事部

裁判実務修習中に行う。

神 戸

1班

2班

3班

4班

弁鰻士会

(戯）刑串部

検察庁

(裁）民事部

<裁）刑事部

弁護士会

(救）民事部

検築庁

検緊庁

(蚊）民事部

弁暖士会

(銭）刑事師

(蚊)．民事部

検察庁

<故〉刑事師

弁膜士会

刑事栽判実務修習中に行う。

奈良

1班

2班

3班

4班

械鰯庁

(蚊）氏事部

(裁）刑事部

(裁）民事部

(裁）刑事部

検察庁

(叙）刑事部

(裁）民事部

弁硬士会

弁捜上会

(賊）刑事部

(故）民事部

裁判実務修習中に行う”

大津

1班

2班

3班

4班

<叙）民亭部

(故）刑事部

検察庁

弁護士会

(鉦）民亭部

(裁）刑事部

検察庁

(裁）刑事部

(級）民享部

(故）刑事部

(故）民事部

弁鰻士会

裁判実務修習中に行う．
民車裁判実務修習中に家事3日程度
刑事裁判実務修習中に少年2日程度
※少年睡別所の見学を2回実施（2班合同〉

和歌山

1班

2班

3班

4班

<裁）民亭部

(裁）刑事部

検察庁

検察庁

(裁）民事部

(裁）刑事部

(鮫）刑事部

(薮）民事部

弁趙士会

弁餓土余

(哉）刑事部

(観）民事部

刑事餓判実務修習中に行う。

名古屋

1班

2班

3班

4班

(教）民事部

検砺庁

(裁）刑軍部

弁膜士会

弁護士会

<鮫）民事部

検察庁

(裁）刑事部

(裁）刑事部

弁唖士会

(教）民事部

検察庁

検察庁

(城）刑事部

弁健士会

(裁〉民亭部

裁判実務修習中に行う。

津

l班

2斑

3班

4斑

(銀）刑事部

(蛾）民事部

検顛庁

弁眼士会

検察庁

弁膜士会

(蛾）刑事部

(紐）民事師

(独）民事部

(故）刑市部

弁壌土会

検察庁

弁蟻士会

検索庁

(故）民事部

(銭）刑事錦

裁判実務修習中に行う．



【機密性2】

修習地 班別

修習期間及び順序

R7．4． 14

I

R7.6.8

R7.6.9

I

R7．7．30

R7．7．31

I

R7．9．24

R7．9．25

I

R7． 11．18

家裁修習期間

岐阜

1班

2班

3班

4班

検察庁

(蛾）刑事部

弁腰士会

(裁）民事部

(蛾）刑事部

弁護士会

(戴）民事部

検察庁

弁護士会

(蛾）民車部

検察庁

(裁）刑事部

(叔）民事部

検嶺庁

(戦）刑事部

『護士会

裁判実務修習中に行う。

福井

1斑

2班

3班

4班

(紋）民事部

検察庁

検察庁

〔裁）刑事部一

弁理士会

(裁）刑事部

(裁）民事部

刑事裁判実務惟習中に行う。

金沢

1班

2班

3班

4荘

(紋）民事部

(栽）刑事部

検察庁

弁鰻上会

(銭）民事部

(教）刑事部

検曙庁

(叙）刑事部

(叙）民事部

(蚊）刑事部

(裁）民事部

弁磯士会

1班： R7. 11. 12～R7． 11． 18

2班： R7.6.2～R7.6.6

3班＆ R7,7.31～R7.8.7

4班： R7.7.24～R7．7．30

富山

l班

2斑

3斑

4選

(戯j侭小部

(鰯‘剛恥部

検察庁

弁凝士会

(裁）刑事部

検醗庁

(裁）民砺部

(裁〉刑事部

(裁）民事部

弁護上会

刑事裁判実務修習中に行う。

広島

1班

Z篭

3班

4班

弁姫士会

(鮫) .民事部

検寮庁

(裁）刑事部

(裁）民事部

検察庁

<裁）刑事部

弁鰻士会

検察庁

(教）刑事齢

弁護士会

(故）民事筋

(裁）刑事部

弁膜士会

<教）民事部

検察庁

民事裁判実務修習中に行う。

山口

i班

2班

3班

4班

(裁）民事部

(裁）刑事部

桧繋庁

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

(戦）刑事部

(裁）刑事部

(教）民事部

弁磯士会

裁判実務修習中に行う。

岡山

】班

2班

3班

4班

(鮫）民事部

(銭）刑事郁

検察庁

弁理士会

検察庁

弁膜十会

(薮）民事部

(裁）刑事部

(紋）刑事部

(鞍）民軍部

弁硬士会

検寮庁

弁議士会

検察庁

(故）飛事部

(教）民事部

刑事裁判実務怯習中;こ5日間行う。

鳥取

1班

2旺

:う班

4班

検盛庁

(戯〉刑事部

(裁）民事部

検察庁

弁磯士会

(域）刑車部

(紋）民事部

裁判実務修習中に行う。

松江

1遜

苫班

3班

4班

(叙）刑事部

検鰯庁

弁護士会

<裁）民事部

検察庁

弁鰻士会

(哉）民事部

(裁）刑事部

刑事裁判実務修習中に5日間行う．

福岡

】班

2斑

3荘

4班

(裁）民亭部

検臨斤

(叙， 刑事師

弁浪士会

弁謹士会

(戯〉刑事艶

検車庁

(薮) ･民事部

(散）刑事師

弁浪士会

(級）腱事師

検察庁

検察庁

(紋）虞＄齢

卉謁I会

(銭）刑事師

刑事裁判実務悠習中に行う。



【機密性2】

修習地 班別

修習期間及び順序

R7．4． 14

I

R7.6.8

R7.6.9

I

R7．7．30

R7．7．31

1

R7．9．24

R7．9．25

I

R7．11．18

家裁修習期間

佐賀

l斑

2班

3班

4班

検索庁

(蛾）刑事部

(救）民事部

弁鰻士会

(救）刑事部

検察庁

弁凄士会

(蛾）民事部

1Mf : R7.9. 17～R7.9.24

2班； R7.6.2～R7.6.6

長崎

1班

2斑

3垂

4珪

《裁）民事部

(鮫）刑中部

楡察庁

弁鰻士会

検察庁

(薮）刑事部

検察庁

弁護上会

<鮫）民事節

(裁）刑事部

(故）民事部

弁穫士会

裁判実務修習中に行う．

大分

】班

2班

3斑

4班

(紋‘）刑中部

弁鰻土会

検察庁

検療庁

(裁）民事部

(戯）刑事部

(叙）民事部

検察庁

弁鰻上会

弁膜士会

(故）飛事部

(故）民事部

裁判実務修習中に行う。

熊本

1薮

2班

3遜

4荘

検察庁

弁鰻士会

〔難）民本部

(栽）刑事部

(裁）民事部

(裁）刑事部

検索庁

弁纏士会

弁鰻士会

検察庁

(戯）刑粛郁

(減）民南部

(教）刑事部

(故）民事部

弁獲士会

検察庁

1斑： R7. 11. 12～R7.1】.18

2斑9 R7.7.24～R7.7.30

3H: R7.7.31～R7.8.7

4yf: R7.6.2～R7.6.6

鹿児島

1班

2班

3班

4班

(裁）刑卒部

検顛庁

(裁）民事部

弁眼士会

弁護士会

(戦〉刑事部

検察庁

(裁）民事部

(敵）民事部

弁譲士会

(澱）刑事部

検察庁

検察庁

(戴）民事部

弁護士会

(銭）刑事部

刑事裁判実務修習中に行う。

宮崎

1狂

2斑

3班

4班

(戯〉民事部

(裁）刑事部

検繋庁

検察庁

(戦）民事部

(裁）刑事部

弁鰻士会

(教）刑事部

(級）民事部

(裁）刑事部

(裁）民事部

弁隠士会

裁判実務怯習中に行う｡．

那覇

l斑

2班

3斑

4班

(裁）民事部

検醗庁

<銭）刑事部

弁鰻士公

検察庁

(教）刑事部

弁護ナ会

(裁）民事部

(裁）刑事郎

弁腰士会

(銭）民車郎

検察庁

弁讃士会

(故）民恵部

検察庁

(銭）刑事部

裁判実務修習中に行う。

仙台

1班

2班

3班

4班

検黙庁

(放）民事部

弁鰻土会

(裁）刑事部

(裁）刑事部

弁護士会

(裁）民事部

検察庁

弁瞳士会

(敦）刑事部

検察庁

(裁）民亭部

(鋭）民事部

検察庁

(戟）刑事部

弁膜土会

刑事裁判実務修習中に5日間行う。

福島

1班

2蕊

3斑

4班

(裁）民市部

(殻）刑車部

検察庁

弁膜十会

(裁）民享部

(裁）刑事部

検察庁

(毅）刑軍部

(毅）民事部

(裁〉刑事部

(数）民事部

弁隠士会

裁判実務悠習中に行う。



【機密性2】

修習地 班別

修習期間及び順序

R7．4． 14

I

R7.6.8

R7.6.9

I

R7．7．30

R7．7．31

I

R7．9．24

R7．9．25

！

R7． 11． 18

家裁修習期間

山形

1荘

2斑

3班

4斑

(蛾）刑事部

(細）民事鯛

検察庁

弁股士会

(麹〉刑事部

検索庁

(裁）民堀部

(救）民事部

(哉〉刑事部

弁凄土会

裁判実務修習中に行う。

盛岡

1班

2班

3斑

4斑

検顛庁

(数）民亭師

検索庁

〔裁）刑事部

弁護士会

(叙）民事部

弁鰻士会

検察庁

(鞭）刑事部

(裁）民事部

(故）刑事部

弁護士会

裁判実務修習中に行う。

秋田

1班

2斑

3班

4班

(戴）民事部

(裁）刑事部

弁護上会 検齋庁

(蛾）刑事部

(教）民事部

裁判実務修習中に行う。

青森

、 1斑

2斑

3班

4班

(紋）民本郎

検察庁

検察庁

(銭）刑事部

弁餓士会

(鮫）刑事部

(故）民事部
裁判実務修習中に行う。

札幌

l斑

2班

3斑

41蕊

(戦）民事部

弁鰻士会

(織）刑事部

検察庁

弁硬士会

(裁）民事部

検察庁

(戴）刑事部

(鋤刑事部

検蟻庁

(教）民事部

弁鰻士会

検察庁

(銭）刑事部

弁鰻士会

(鮫）民事部

1班： R7.9. 16～R7．9．22

2BI: R7. 11. 10～R7. 11. 1‘1

3班： R7.6.2～R7.6.6

4班： R7.7. 14～R7．7． 18

函館

I

2斑

3畷

4班

輸醗庁

(蚊）刑事部

(戯l灰事部

検察庁

弁躍士会

(故）刑事部

(裁）民事部

刑事戴判実務修習中に行う。

旭川

I斑

2班

－3班

4班

(敵）民事師

検察庁

弁獲士会

(敦）刑事部

検察庁

(故)･民本部

(故）刑車部

弁護士会

刑事裁判実務修習中に行う。

釧路

1班

2班

3班

4班

検磯庁

(戯）民事部

(裁）刑事部

検索庁

弁獲士会

(我）民事部

(裁）刑事部

裁判実務修習中に行う。

高松

1班

2班

3斑

4避

(蚊）民事鄙

(裁）刑事師

検察庁

弁護士会

検察庁

弁嬢士会

(裁）民事部

(裁）刑零部

(哉）刑事部

(故〉民事部

弁畿士会

検察庁

弁壌士会

検察庁

(故）刑事部

(裁）民事部

裁判実務修習中に行う。

徳島

l班

2斑

3班

4斑

(栽）民事部

(裁）刑事部

検顛庁

弁睡士会

(裁）刑事部

検察庁

(鮫）民薗部

(戯）刑事部

<故）民事部

弁繕土会

裁判実務修習中に行う。



【機密性2】

修習地 班別

修習期間及び順序

R7．4． 14

I

R7.6.8

R7.6.9

I

R7．7．30

R7．7．31

i

R7‘9．24

R7．9．25

I

R7．11， 18

家裁修習期間

高知

1班

2班

3班

4班

(戦）民事部

検粥庁

弁鰻土会

(蔵）刑事部

検察庁

(哉）鶴＊部

(裁）刑事部

弁護士会

裁判実務悠習中に行う．

松山

l班

2班

3班

4班

(裁）民事部

検察庁

(裁）刑事錦

弁壌士会

弁鰻士会

(裁）民事部

検察庁

(蔵）刑事部

(教）刑事部

弁畿士会

(叙）民事師

検察庁

検察庁

(銭）刑事部

弁護士会

<教）民事部

1": R7.6.2 、 R7.8.1 、 R7.8.5～R7.8.7

2班： R7．7．23 、 R7. 11. 12～R7．11． 17

3斑： R7.6.2～R7,6.6

4": R7.7.23～R7.7.29



【機密性2】

(別紙4）

令和6年度（第78期）分野別実務修習の開始日等について

○実務修習地､修習班によって開始日、集合時刻が異なるので､注意すること。

は､以下のとおりである。○ 淵始日に全員が画

①筆記用具､②六法､③司法修習ハンドブック

開始日には､これらの持参物及び各実務修習地が指定する教材等(下表のとおり)を持参する。

実務修習地 開始日・集合時刻等（令和7年） 開始日に持参する教材等

東 京

1班、 3証I

4月14日 （月）午前9時45分（受付開始午前9時30
分）
東京高等・地方裁判所大会鑑室（3階）

2誕 I

4月14日 （月）午餉9時45分
東京地方検察庁総務部司法修習課（九段合同庁舎5階）

4鉦

東京弁護士会配属の者
4月14日 （月）午後0時50分
弁溌士会館（5階502会蟻室）

第一･東京弁渡士会配属の者
4月14日 （月）午前9時50分
弁護士会館（12階鱗堂）

第二東京弁霞士会配属の者
4月14u (月）午前10時30分
弁護士会館（10階1005会議室）

【1班、 3班】特になし
【2斑】検察購羅案、検察終局処分起案の考え方（六法
については、判例、解脱付き不可）
【4斑】持参物がある場合には、別途、配属会から連絡
する ⑨

立 川
4月14日 （月）午前9時30分
東京地方裁判所立川支部6階研修室

【1班】司法研修所から送付された事前配布物資料一式
（民事裁判に関するもの）
【2班】印鐙、検察辮羨案（六法については判例・解脱
付は不可）
【3班】司法研修所から送付された事前配布物資料一式
（刑事裁判に関するもの） 、白表紙資料「プラクテイス
刑事裁判」 「プラクテイス刑事裁判（別冊） 」
【4班】印鑑、民事弁護の手引き

横 浜

1斑 I

4月14日 （月）午前9時50分
横浜地方裁判所（13砿大会鮭室）

2斑 I

4月14日 （月）午前9時30分
横浜地方検察庁総務部企画調査腺教養係（本館4階）

3班

4月14日 （月）午前9時50分
横浜地方裁判所（10階中会蟻室）

4斑 I

4月14日 （月）午前10時30分
神奈川県弁浪士会（4階大会議室EF)

11班】司法研修所から送付された教材のうち民事裁判
にかかる教材
【2班】検察鵬義案、検察終局処分起案の考え方、印鐙
（スタンプ式不可）
【3班】プラクテイス刑事裁判、プラクテイス刑事裁判
（別冊） 、プロシーデイングス刑事裁判、刑事事実鯉定
ガイド

【4班】なし

さいたま

1斑 I

4月14日 （月）午前10時50分
埼玉県佛教会（埼佛会館）

2証、4班

4月14日 （月）午前10時30分（午前10時受付開始）
さいたま地方裁判所大会磯室(c棟5階）

3斑 I

4月14日 （月）午前l0時00分
さいたま地方検察庁司法修習生室（2階）

【l班、 2班、 4班】なし
【3班】印鐙



【機密性2】

’実務修習地 開始日・集合時刻等（令和7年） 開始日に持参する教材等

【1班】
【2班】
の考え方
【3班】
【4班】

司法研修所の事前配布に係る民事裁判資料一式
司法研修所から率前配布された「終局処分起案
j及び「検察講義案』
司法研修所の事前配布に係る刑事裁判資料一式
なし ．

4月14日 （月）午前9時30分
千葉地方裁判所（新館10階大会議室）千 葉

1班、2班’
■

4月14日 （月）午前9時00分
水戸地方裁判所事務局総務媒（本館4階）

■
日
１
日
Ｑ
■
且
■
、

斑
班
班

１
２
３

１
２
３

新問題研究要件事実、事例で考える民事事実認

プラクティス刑事裁判
4班】印鑑、検察講義案

１
定
Ｉ
Ｉ

水 戸
3斑、 4班’

4月14日 （月）午前9時00分
水戸地方検察庁企画洲査牒（5階）

4月14日 （月）午前10時00分
宇都宮地方裁判所大会議室（本館4階）宇都宮 なし

ロ

4月14日（月）午前9時00分
前橋地方裁判所小会議室（5階）前 橋 なし

1

4月14日（月）午前9時30分
静岡地方裁判所第1会織室（3階）静． 岡 印鑑〈スタンプ式不可）

4月1軋日（月）午前9時00分
甲府地方裁判所事務局総務課（6階）甲 府 【2班】印鑑

r・全員1印鑑イスタンプ教司不百、
4月14日（月）午前9時30分
長野地方裁判所事務局総務課（5階）

’長 野

4月14日 （月）午前9時00分
新潟地方裁判所大会議室（1号館4階）新 潟 なし へ

1班 I

4月14日（月）午前9時30分
大阪弁甑士会館（10階1001 ． 1002会議室）

2鉦、4班I
別途、修習開始までに通知する。
4班】なし
検辮縦嬢案、検鑛終局処分起案の考え方

利
Ⅱ
日
、
■
Ⅱ
Ｊ

班
班
班

１
２
３

１
１
１

大 阪 4月14日（月） .午前9時20分
大阪地方蛾判所大会雛室（本館2階）

3薮 I

4月14日（月）午前9時15分
大阪地方検察庁総務部教養課（9階911号室）

1班 ’

4月14日（月）午前9時30分
京都弁護士会館（地階大ホール）

n ・

2斑、3班’
【1班、 3班】なし
【2班】プラクテイス刑事裁判本冊及び別冊
【4班】検察教材一式

京 都 4月14日 （月）午前9時10分
京都地方戦判所大会議室（5階）

4証 I

4月14日（月）午前9時00分
京都地方検察庁司法修習生室（別館1階）

1班 ’

4月14日 （月）午前10時30分
兵庫県弁溌士会館（3階302， 303会漉室） 【1班】なし

生生修習
〃

2班、 4班】司1 バッジ又は』 剛

唖…ヨ

検察榊錠案、藤局処分起案の考え方、司法修習
’又は身分証明書｜

印鑑（スタンプ式不可）…

一
函
》
■

ノ、ツン

神 戸 4月14日 （月）午前9時20分
神戸地方裁判所第1会誰室（本館5階）

’
3垂 ’

4月14日 （月）午前9時30分 ・
神戸地方検察庁総務部指導係検事室（3階301号室）

’4月14日 （月）午前9時00分
奈良地方戦判所事務局総務課（4階）

印鑑〈スタンプ式不可）良奈
ロ ■

【1班、 2班】Pcl
’



【機密性2】

実務修習地 開始日・集合時刻等（令和7年） 開始日に持参する教材等

大 津
4月14日 （月）午前9時00分
犬津地方裁判所大会議室（本館1階）

なし

和歌山
4月14日 （月）午前9時00分
和歌山地方裁判所事務局総務課（6階）

実務修習に必要なもの

名古屋
4月14日 （月）午前9時20分
愛知県弁壌士会ホール（5階）

【1班、 2班、 4班】なし
【3班】プラクティス刑事戟判本冊及び別冊、プロシー
ディングス刑事裁判、刑事事実麗定ガイド

津
4月14日 （月）午前9時00分
津地方裁判所事務局総務眼（5階）

【1班】事例で考える民事事実腿定
【2班、 3班、 4班】なし

岐 阜
4月14日 （月）午前9時00分
岐阜地方裁判所事務局総務課（6階）

なし

福 井
4月14日 （月）午前9時00分
福井地方裁判所事務局総務課（3階）

【1班1なし
【2班】検察蛎義案、検察終局処分起案の考え方

金 沢
4月14日 （月）午前9時00分
金沢地方裁判所事務局総務課（3階）

印艦

富 山
4月14日 （月）午前9時00分
富山地方袖判所事務局総務螺（3階）

なし

広 島
4月14日 （月）午前9時20分
広島弁讃士会館3階ホール

司法修習生バッジ

山 口
4月14日 （月）午前9時00分
山口地方裁判所第一手続窯（新館1階）

【1班、2班】私物パソコン
【3班、 4班】なし

岡 山
4月14日 （月）午前9時00分
岡山地方裁判所大会錨室（6階）

ﾛ｣陸1容百生グ、ツン、 円』唾1ハグ〆ノエ、イ、ロ〃

※上記以外の持参物については、別途、分野別実務修
習開始までに通知する。

鳥 取
4月14日 （月）午前9時40分
鳥取地方裁判所大会磯室（2階）

印睡（スタンプ式不可）

松 江
4月14日 （月）午前9時00分
松江地方栽判所事務局総務眼（4階）

印燈（スタンプ式不可）

福 岡
4月14日 （月）午前9時20分
福岡地方哉判所1201号会議室（12階）

司法修習生バッジ又は身分

佐 賀
4月l @1日 （月）午前9時00分
佐賀地方栽判所事務局総務課（3階）

印鑑、裁判所内外で修習関連情報を取り扱う際に使用
する私物端末

長 崎
4月14日 （月）午前9時20分
長崎地方裁判所事務局総務眼（5階）

印鑑（スタンプ式不可）

大 分

1証 I

4月14日 （月）午前9時20分
大分地方裁判所中会議案（北棟1階）

･ 2H I

4月14日 （月）午前9時00分
大分県弁護士会館会議室（2階）

3斑

4月1 ．1日 （月）午前8時50分
大分地方検察庁企画調査課（9階）

なし

熊 本
4月14ロ （月）午前9時00分
熊本地方哉判所大会厳室（5階）

なし

鹿児島
4月14日 （月）午前9時00分

鹿児島地方裁判所事務局総務課（6階）
印鑑

宮 崎
･4月14日 （月）午前9時00分
宮崎地方裁判所大会蟻室（南棟5階）

なし

那 覇
4月14日 （月）午前9時00分
那覇地方我判所大会戯室（法廷棟1階）

なし

仙 台
4月14日 （月）午前9時00分
仙台地方裁判所第1会議室（8階）

福 島
4月14日 （月）午前9時00分
福島地方裁判所事務局総務課（5階）

なし

山 形
4月14日 （月）午前9時00分
山形地方裁判所事務局総務硯（5階）

なし



【機密性2】

実務修習地 開始日・集合時刻等（令和7年） ・ 開始日に持参する教材等

盛 岡
4月14日 （月）午前9時00分
盛岡地方裁判所事務局総務腺（6階）

【1班、 3斑】印鑑（スタンプ式不可）
【2班】なし

秋 田
4月14ロ （月）午前9時00分
秋田地方裁判所事務局総務課（6階⑦番） ‐

なし

青 森
4月15日 （火）午前9時00分
青森地方裁判所事務局総務鰈（5階）

なし

札 幌

1証、3蕊I

4月14日 （月）午前9時15分
札幌地方裁判所本務局人事腺（札幌高・地裁庁舎本館4階）

2"･ l

4月14日 （月）午前9時15分
各配属先弁鰻士事務所

4証 I

4月14日 （月）午前9時15分
札幌地方検察庁司法修習生実務修習室（札幌第3合同庁舎1 3
階北側）

函 館
4月14日 （月）午前9時00分
函館地方裁判所事務局総務腺（5階）

なし

旭 川
4月15日 （火）午前9時00分
旭川地方裁判所事務局総務課(A棟3階）

なし

釧 路
4月14日 （月）午前9時00分
釧路地方裁判所事務局総務課（5階）

なし ．

高 松
4月15日 （火）午前9時30分
高松高等裁判所大会磯室（6階）

印鑑（スタンプ式不可）

徳 島
4月15日 （火）午前9時30分

徳島地方裁判所事務局総務課（6階）
印鑑

高 知
4月l4p （月）午前9時30分
高知地方蛾判所事務局総務課（6階）

印鑑（スタンプ式不可〉

松 山
4月14日 （月）午前9時00分
松山地方裁判所事務局総務課（5階）

印鑑（スタンプ式不可）


